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(57)【要約】
【課題】　本発明は、専用の洗浄剤やクレンジング剤を使用せずとも日焼け止め化粧料、
下地化粧料や、ファンデーション、眉墨、アイライナー、アイシャドウ、頬紅、白粉等の
メーキャップ化粧料の洗い流しが容易で、かつ、日焼け止め化粧料や、メーキャップ化粧
料を皮膚に適用後の日常の外的要因（汗、水、摩擦等）による日焼け止め化粧料やメーキ
ャップ化粧料のヨレやムラを防ぐことができる、化粧方法及び皮膚外用剤を提供すること
を目的とする。
【解決手段】　日焼け止め化粧料、下地化粧料や、ファンデーション、眉墨、アイライナ
ー、アイシャドウ、頬紅、白粉等のメーキャップ化粧料を皮膚に適用する前に、皮膜形成
剤を含有する皮膚外用剤を皮膚に適用することにより、専用の洗浄剤やクレンジング剤を
使用せずとも、日焼け止め化粧料、下地化粧料やメーキャップ化粧料を、通常の洗浄剤や
クレンジング剤を用いて容易に洗い流すことができる。さらに、当該化粧方法によれば、
日焼け止め化粧料、下地化粧料や、メーキャップ化粧料を皮膚に適用後の日常の外的要因
（汗、水、摩擦等）によるヨレやムラを防ぐことができる。
【選択図】　　なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　皮膜形成剤を含有する皮膚外用剤を皮膚に適用後、日焼け止め化粧料、下地化粧料、フ
ァンデーション、眉墨、アイライナー、アイシャドウ、頬紅、及び白粉からなる群より選
択される１種以上の化粧料を皮膚に適用することを特徴とする化粧方法。
【請求項２】
　皮膜形成剤を含有する皮膚外用剤を皮膚に適用後、日焼け止め化粧料を皮膚に適用する
ことを特徴とする化粧方法。
【請求項３】
　皮膜形成剤を含有する皮膚外用剤を皮膚に適用後、日焼け止め化粧料を皮膚に適用し、
その後、ファンデーション、眉墨、アイライナー、アイシャドウ、頬紅、及び白粉からな
る群より選択される１種以上の化粧料を皮膚に適用することを特徴とする化粧方法。
【請求項４】
　皮膜形成剤を含有する皮膚外用剤を皮膚に適用後、日焼け止め化粧料、下地化粧料の順
に皮膚に適用し、その後、ファンデーション、眉墨、アイライナー、アイシャドウ、頬紅
、及び白粉からなる群より選択される１種以上の化粧料を皮膚に適用することを特徴とす
る化粧方法。
【請求項５】
　皮膚外用剤が、油中水型である、請求項１～４のいずれか一項に記載の化粧方法。
【請求項６】
　皮膚外用剤が、揮発性油分を含有する、請求項１～５のいずれか一項に記載の化粧方法
。
【請求項７】
　皮膚外用剤が、非球状粉体を実質的に含有しない、請求項１～６のいずれか一項に記載
の化粧方法。
【請求項８】
　皮膜形成剤が、シリコン系皮膜形成剤、及びフッ素系皮膜形成剤からなる群より選択さ
れる１種以上である、請求項１～７のいずれか一項に記載の化粧方法。
【請求項９】
　皮膜形成剤が、（アクリレーツ／メタクリル酸ポリトリメチルシロキシ）コポリマー、
（アクリル酸アルキル／ジメチコン）コポリマー、フェニルプロピルジメチルシロキシケ
イ酸、トリメチルシロキシケイ酸、ポリプロピルシルセスキオキサン、及びトリフルオロ
アルキルジメチルシロキシトリメチルシロキシケイ酸からなる群より選択される１種以上
である、請求項１～７のいずれか一項に記載の化粧方法。
【請求項１０】
　皮膜形成剤を含有する皮膚外用剤を皮膚に適用後、日焼け止め化粧料、下地化粧料、フ
ァンデーション、眉墨、アイライナー、アイシャドウ、頬紅、及び白粉からなる群より選
択される１種以上の化粧料を皮膚に適用することを特徴とする、前記化粧料の洗浄性向上
方法。
【請求項１１】
　皮膚外用剤が、油中水型である、請求項１０に記載の洗浄性向上方法。
【請求項１２】
　皮膚外用剤が、揮発性油分を含有する、請求項１０又は１１に記載の洗浄性向上方法。
【請求項１３】
　皮膚外用剤が、非球状粉体を実質的に含有しない、請求項１０～１２のいずれか一項に
記載の洗浄性向上方法。
【請求項１４】
　皮膜形成剤が、シリコン系皮膜形成剤、及びフッ素系皮膜形成剤からなる群より選択さ
れる１種以上である、請求項１０～１３のいずれか一項に記載の洗浄性向上方法。
【請求項１５】
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　皮膜形成剤が、（アクリレーツ／メタクリル酸ポリトリメチルシロキシ）コポリマー、
（アクリル酸アルキル／ジメチコン）コポリマー、フェニルプロピルジメチルシロキシケ
イ酸、トリメチルシロキシケイ酸、ポリプロピルシルセスキオキサン、及びトリフルオロ
アルキルジメチルシロキシトリメチルシロキシケイ酸からなる群より選択される１種以上
である、請求項１０～１３のいずれか一項に記載の洗浄性向上方法。
【請求項１６】
　日焼け止め化粧料、下地化粧料、ファンデーション、眉墨、アイライナー、アイシャド
ウ、頬紅、及び白粉からなる群より選択される１種以上の化粧料を皮膚に適用する前に適
用するための、皮膜形成剤を含有する皮膚外用剤。
【請求項１７】
　油中水型である、請求項１６に記載の皮膚外用剤。
【請求項１８】
　揮発性油分を含有する、請求項１６又は１７に記載の皮膚外用剤。
【請求項１９】
　非球状粉体を実質的に含有しない、請求項１６～１８のいずれか一項に記載の皮膚外用
剤。
【請求項２０】
　皮膜形成剤が、シリコン系皮膜形成剤、及びフッ素系皮膜形成剤からなる群より選択さ
れる１種以上である、請求項１６～１９のいずれか一項に記載の皮膚外用剤。
【請求項２１】
　皮膜形成剤が、（アクリレーツ／メタクリル酸ポリトリメチルシロキシ）コポリマー、
（アクリル酸アルキル／ジメチコン）コポリマー、フェニルプロピルジメチルシロキシケ
イ酸、トリメチルシロキシケイ酸、ポリプロピルシルセスキオキサン、及びトリフルオロ
アルキルジメチルシロキシトリメチルシロキシケイ酸からなる群より選択される１種以上
である、請求項１６～１９のいずれか一項に記載の皮膚外用剤。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、皮膜形成剤を含有する皮膚外用剤に関する。より具体的には、日焼け止め化
粧料、下地化粧料、ファンデーション等の化粧料を皮膚に適用する前に適用するための、
皮膜形成剤を含有する皮膚外用剤に関する。さらに、本発明は、皮膜形成剤を含有する皮
膚外用剤を皮膚に適用後、日焼け止め化粧料、下地化粧料、ファンデーション等の化粧料
を皮膚に適用することを特徴とする化粧方法、並びにこれら化粧料の洗浄性（クレンジン
グ性）向上方法にも関する。
【背景技術】
【０００２】
　ファンデーション、眉墨、アイライナー、アイシャドウ、頬紅、白粉等のメーキャップ
化粧料を適用する前には、化粧水・乳液・美容液等で肌を整えた後に、紫外線から皮膚を
守るために日焼け止め化粧料や、メーキャップ化粧料のつきやのび、化粧仕上り、化粧持
ち等を良好にするために下地化粧料が使われている。
【０００３】
　従来、日焼け止め化粧料の耐汗性、耐水性を向上させるためや、ファンデーション等の
メーキャップ化粧料の化粧持ち等を良好にするために、日焼け止め化粧料や下地化粧料に
皮膜形成剤が配合されている（非特許文献１、２）。しかしながら、皮膜形成能の高い皮
膜形成剤を配合することにより、日焼け止め化粧料の耐水性、耐汗性や、メーキャップ化
粧料の化粧仕上りや化粧持ちは良好になるものの、これら化粧料を洗い流す際に専用の洗
浄剤やクレンジング剤が必要である場合が多い。このような専用の洗浄剤やクレンジング
剤は、高い洗浄力が要求されるため通常クレンジングオイル若しくはアルカリ系洗浄剤で
あるが、その洗浄力の高さ故、皮脂等の保湿成分も洗い流されて乾燥が促進されてしまっ
たり、専用の洗浄剤やクレンジング剤を使用する手間やコスト等の問題があった。
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【０００４】
　一方で、専用の洗浄剤やクレンジング剤を必要としない日焼け止め化粧料や下地化粧料
の場合、皮膜形成剤は使用しないか、或いは皮膜形成能に劣る皮膜形成剤が使用されたり
、化粧料の剤形として水中油型が選択される。このような日焼け止め化粧料や下地化粧料
を用いると、例えば、日焼け止め化粧料やファンデーション等のメーキャップ化粧料を皮
膚に均一に適用しても、日常の外的要因（汗、水、摩擦等）によりヨレやムラが生じて化
粧持ちが十分でなく、さらにはヨレやムラの隙間から進入してくる紫外線から十分に皮膚
が守れない等の問題があった。
【非特許文献１】機能性化粧品　　(株)シーエムシー　p258-261
【非特許文献２】機能性化粧品（III）　(株)シーエムシー　p142-144
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、専用の洗浄剤やクレンジング剤を使用せずとも日焼け止め化粧料、下地化粧
料や、ファンデーション、眉墨、アイライナー、アイシャドウ、頬紅、白粉等のメーキャ
ップ化粧料の洗い流しが容易で、かつ、日焼け止め化粧料や、メーキャップ化粧料を皮膚
に適用後の日常の外的要因（汗、水、摩擦等）による日焼け止め化粧料やメーキャップ化
粧料のヨレやムラを防ぐことができる、化粧方法及び皮膚外用剤を提供することを目的と
する。さらに、本発明は日焼け止め化粧料、下地化粧料や、メーキャップ化粧料の洗浄性
（クレンジング性）向上方法を提供することも目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明者らは、日焼け止め化粧料、下地化粧料や、ファンデーション、眉墨、アイライ
ナー、アイシャドウ、頬紅、白粉等のメーキャップ化粧料を皮膚に適用する前に、皮膜形
成剤を含有する皮膚外用剤を皮膚に適用することにより、専用の洗浄剤やクレンジング剤
を使用せずとも、日焼け止め化粧料、下地化粧料やメーキャップ化粧料を、通常の洗浄剤
やクレンジング剤を用いて容易に洗い流すことができ、即ち当該化粧料の洗浄性（クレン
ジング性）が向上し、かつ、日焼け止め化粧料、下地化粧料や、メーキャップ化粧料を皮
膚に適用後の日常の外的要因（汗、水、摩擦等）によるヨレやムラを防ぐことができるこ
とを見出し、本発明を完成するに至った。
【０００７】
　従って、本発明は以下を提供する。
〔１〕皮膜形成剤を含有する皮膚外用剤を皮膚に適用後、日焼け止め化粧料、下地化粧料
、ファンデーション、眉墨、アイライナー、アイシャドウ、頬紅、及び白粉からなる群よ
り選択される１種以上の化粧料を皮膚に適用することを特徴とする化粧方法。
〔２〕皮膜形成剤を含有する皮膚外用剤を皮膚に適用後、日焼け止め化粧料を皮膚に適用
することを特徴とする化粧方法。
〔３〕皮膜形成剤を含有する皮膚外用剤を皮膚に適用後、日焼け止め化粧料を皮膚に適用
し、その後、ファンデーション、眉墨、アイライナー、アイシャドウ、頬紅、及び白粉か
らなる群より選択される１種以上の化粧料を皮膚に適用することを特徴とする化粧方法。
〔４〕皮膜形成剤を含有する皮膚外用剤を皮膚に適用後、日焼け止め化粧料、下地化粧料
の順に皮膚に適用し、その後、ファンデーション、眉墨、アイライナー、アイシャドウ、
頬紅、及び白粉からなる群より選択される１種以上の化粧料を皮膚に適用することを特徴
とする化粧方法。
〔５〕皮膚外用剤が、油中水型である、〔１〕～〔４〕のいずれかに記載の化粧方法。
〔６〕皮膚外用剤が、揮発性油分を含有する、〔１〕～〔５〕のいずれかに記載の化粧方
法。
〔７〕皮膚外用剤が、非球状粉体を実質的に含有しない、〔１〕～〔６〕のいずれかに記
載の化粧方法。
〔８〕皮膜形成剤が、シリコン系皮膜形成剤、及びフッ素系皮膜形成剤からなる群より選
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択される１種以上である、〔１〕～〔７〕のいずれかに記載の化粧方法。
〔９〕皮膜形成剤が、（アクリレーツ／メタクリル酸ポリトリメチルシロキシ）コポリマ
ー、（アクリル酸アルキル／ジメチコン）コポリマー、フェニルプロピルジメチルシロキ
シケイ酸、トリメチルシロキシケイ酸、ポリプロピルシルセスキオキサン、及びトリフル
オロアルキルジメチルシロキシトリメチルシロキシケイ酸からなる群より選択される１種
以上である、〔１〕～〔７〕のいずれかに記載の化粧方法。
【０００８】
〔１０〕皮膜形成剤を含有する皮膚外用剤を皮膚に適用後、日焼け止め化粧料、下地化粧
料、ファンデーション、眉墨、アイライナー、アイシャドウ、頬紅、及び白粉からなる群
より選択される１種以上の化粧料を皮膚に適用することを特徴とする、前記化粧料の洗浄
性向上方法。
〔１１〕皮膚外用剤が、油中水型である、〔１０〕に記載の洗浄性向上方法。
〔１２〕皮膚外用剤が、揮発性油分を含有する、〔１０〕又は〔１１〕に記載の洗浄性向
上方法。
〔１３〕皮膚外用剤が、非球状粉体を実質的に含有しない、〔１０〕～〔１２〕のいずれ
かに記載の洗浄性向上方法。
〔１４〕皮膜形成剤が、シリコン系皮膜形成剤、及びフッ素系皮膜形成剤からなる群より
選択される１種以上である、〔１０〕～〔１３〕のいずれかに記載の洗浄性向上方法。
〔１５〕皮膜形成剤が、（アクリレーツ／メタクリル酸ポリトリメチルシロキシ）コポリ
マー、（アクリル酸アルキル／ジメチコン）コポリマー、フェニルプロピルジメチルシロ
キシケイ酸、トリメチルシロキシケイ酸、ポリプロピルシルセスキオキサン、及びトリフ
ルオロアルキルジメチルシロキシトリメチルシロキシケイ酸からなる群より選択される１
種以上である、〔１０〕～〔１３〕のいずれかに記載の洗浄性向上方法。
【０００９】
〔１６〕日焼け止め化粧料、下地化粧料、ファンデーション、眉墨、アイライナー、アイ
シャドウ、頬紅、及び白粉からなる群より選択される１種以上の化粧料を皮膚に適用する
前に適用するための、皮膜形成剤を含有する皮膚外用剤。
〔１７〕油中水型である、〔１６〕に記載の皮膚外用剤。
〔１８〕揮発性油分を含有する、〔１６〕又は〔１７〕に記載の皮膚外用剤。
〔１９〕非球状粉体を実質的に含有しない、〔１６〕～〔１８〕のいずれかに記載の皮膚
外用剤。
〔２０〕皮膜形成剤が、シリコン系皮膜形成剤、及びフッ素系皮膜形成剤からなる群より
選択される１種以上である、〔１６〕～〔１９〕のいずれかに記載の皮膚外用剤。
〔２１〕皮膜形成剤が、（アクリレーツ／メタクリル酸ポリトリメチルシロキシ）コポリ
マー、（アクリル酸アルキル／ジメチコン）コポリマー、フェニルプロピルジメチルシロ
キシケイ酸、トリメチルシロキシケイ酸、ポリプロピルシルセスキオキサン、及びトリフ
ルオロアルキルジメチルシロキシトリメチルシロキシケイ酸からなる群より選択される１
種以上である、〔１６〕～〔１９〕のいずれか一項に記載の皮膚外用剤。
【００１０】
　さらに、本発明は以下も提供する。
〔２２〕皮膜形成剤を含有する皮膚外用剤を皮膚に適用後、ファンデーション、眉墨、ア
イライナー、アイシャドウ、頬紅、及び白粉からなる群より選択される１種以上の化粧料
を皮膚に適用することを特徴とする化粧方法。
〔２３〕皮膚外用剤が、油中水型である、〔２２〕に記載の化粧方法。
〔２４〕皮膚外用剤が、揮発性油分を含有する〔２２〕又は〔２３〕に記載の化粧方法。
〔２５〕皮膚外用剤が、非球状粉体を実質的に含有しない、〔２２〕～〔２４〕のいずれ
かに記載の化粧方法。
〔２６〕皮膜形成剤が、シリコン系皮膜形成剤、及びフッ素系皮膜形成剤からなる群より
選択される１種以上である、〔２２〕～〔２５〕のいずれかに記載の化粧方法。
〔２７〕皮膜形成剤が、（アクリレーツ／メタクリル酸ポリトリメチルシロキシ）コポリ
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マー、（アクリル酸アルキル／ジメチコン）コポリマー、フェニルプロピルジメチルシロ
キシケイ酸、トリメチルシロキシケイ酸、ポリプロピルシルセスキオキサン、及びトリフ
ルオロアルキルジメチルシロキシトリメチルシロキシケイ酸からなる群より選択される１
種以上である、〔２２〕～〔２５〕のいずれかに記載の化粧方法。
【００１１】
〔２８〕皮膜形成剤を含有する皮膚外用剤を皮膚に適用後、ファンデーション、眉墨、ア
イライナー、アイシャドウ、頬紅、及び白粉からなる群より選択される１種以上の化粧料
を皮膚に適用することを特徴とする、前記化粧料の洗浄性向上方法。
〔２９〕皮膚外用剤が、油中水型である、〔２８〕に記載の洗浄性向上方法。
〔３０〕皮膚外用剤が、揮発性油分を含有する、〔２８〕又は〔２９〕に記載の洗浄性向
上方法。
〔３１〕皮膚外用剤が、非球状粉体を実質的に含有しない、〔２８〕～〔３０〕のいずれ
かに記載の洗浄性向上方法。
〔３２〕皮膜形成剤が、シリコン系皮膜形成剤、及びフッ素系皮膜形成剤からなる群より
選択される１種以上である、〔２８〕～〔３１〕のいずれか一項に記載の洗浄性向上方法
。
〔３３〕皮膜形成剤が、（アクリレーツ／メタクリル酸ポリトリメチルシロキシ）コポリ
マー、（アクリル酸アルキル／ジメチコン）コポリマー、フェニルプロピルジメチルシロ
キシケイ酸、トリメチルシロキシケイ酸、ポリプロピルシルセスキオキサン、及びトリフ
ルオロアルキルジメチルシロキシトリメチルシロキシケイ酸からなる群より選択される１
種以上である、〔２８〕～〔３１〕のいずれか一項に記載の洗浄性向上方法。
【００１２】
〔３４〕ファンデーション、眉墨、アイライナー、アイシャドウ、頬紅、及び白粉からな
る群より選択される１種以上の化粧料を皮膚に適用する前に適用するための、皮膜形成剤
を含有する皮膚外用剤。
〔３５〕油中水型である、〔３４〕に記載の皮膚外用剤。
〔３６〕揮発性油分を含有する、〔３４〕又は〔３５〕に記載の皮膚外用剤。
〔３７〕非球状粉体を実質的に含有しない、〔３４〕～〔３６〕のいずれかに記載の皮膚
外用剤。
〔３８〕皮膜形成剤が、シリコン系皮膜形成剤、及びフッ素系皮膜形成剤からなる群より
選択される１種以上である、〔３４〕～〔３７〕のいずれかに記載の皮膚外用剤。
〔３９〕皮膜形成剤が、（アクリレーツ／メタクリル酸ポリトリメチルシロキシ）コポリ
マー、（アクリル酸アルキル／ジメチコン）コポリマー、フェニルプロピルジメチルシロ
キシケイ酸、トリメチルシロキシケイ酸、ポリプロピルシルセスキオキサン、及びトリフ
ルオロアルキルジメチルシロキシトリメチルシロキシケイ酸からなる群より選択される１
種以上である、〔３４〕～〔３７〕のいずれかに記載の皮膚外用剤。
【発明の効果】
【００１３】
　日焼け止め化粧料、下地化粧料や、ファンデーション、眉墨、アイライナー、アイシャ
ドウ、頬紅、白粉等のメーキャップ化粧料を皮膚に適用する前に、皮膜形成剤を含有する
皮膚外用剤を皮膚に適用することにより、専用の洗浄剤やクレンジング剤を使用せずとも
日焼け止め化粧料、下地化粧料や、メーキャップ化粧料を容易に洗い流すことができ、即
ち当該化粧料の洗浄性（クレンジング性）が向上し、さらには、日焼け止め化粧料、下地
化粧料や、メーキャップ化粧料を皮膚に適用後の日常の外的要因（汗、水、摩擦等）によ
るヨレやムラを防ぐこともできる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明を詳細に説明する。なお、本明細書中において使用される用語は、特に他
に言及しない限り、当該分野で通常用いられる意味で用いられていることが理解されるべ
きである。
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【００１５】
　本発明の化粧方法は、皮膜形成剤を含有する皮膚外用剤〔以下、単に「本発明の皮膚外
用剤」と称することもある〕を皮膚に適用後、日焼け止め化粧料、下地化粧料、ファンデ
ーション、眉墨、アイライナー、アイシャドウ、頬紅、及び白粉からなる群より選択され
る１種以上の化粧料〔以下これらをまとめて、単に「化粧料（ａ）」と称することもある
〕を皮膚に適用することを特徴とする。
　本発明の洗浄性（クレンジング性）向上方法は、本発明の皮膚外用剤を皮膚に適用後、
化粧料（ａ）を皮膚に適用することを特徴とする。
　本発明の皮膚外用剤は、化粧料（ａ）を皮膚に適用する前に、皮膚に適用されることに
特徴を有する。
【００１６】
　本発明の皮膚外用剤と化粧料（ａ）を、特定の順番で皮膚に適用することにより、専用
の洗浄剤やクレンジング剤を使用せずとも化粧料（ａ）を容易に洗い流すことができる。
さらには、化粧料（ａ）を皮膚に適用後の日常の外的要因（汗、水、摩擦等）によるヨレ
やムラを防ぐこともでき、生じたヨレやムラの隙間から進入してくる紫外線から十分に皮
膚を保護するという効果も期待される。
【００１７】
　本発明の皮膚外用剤に含有される皮膜形成剤は、本発明の効果を奏する限り特に制限さ
れないが、ガラス転移点を有さないか、若しくはガラス転移点が０～５００℃の範囲内で
ある皮膜形成剤が好適に使用され、具体的にはシリコン系皮膜形成剤、フッ素系皮膜形成
剤、疎水性（油溶性）ビニルピロリドン系皮膜形成剤等が挙げられる。
【００１８】
　本発明の皮膚外用剤に含有される皮膜形成剤として、より具体的には、（アクリレーツ
／メタクリル酸ポリトリメチルシロキシ）コポリマー、（アクリル酸アルキル／ジメチコ
ン）コポリマー、フェニルプロピルジメチルシロキシケイ酸、トリメチルシロキシケイ酸
、ポリプロピルシルセスキオキサン等のシリコン系皮膜形成剤；トリフルオロアルキルジ
メチルシロキシトリメチルシロキシケイ酸等のフッ素系皮膜形成剤；（ビニルピロリドン
／ヘキサデセン）コポリマー、（エイコセン／ビニルピロリドン）コポリマー、トリコン
タニルＰＶＰ等の疎水性（油溶性）ビニルピロリドン系皮膜形成剤；等が挙げられる。皮
膜形成剤は１種又は２種以上を任意に組み合わせて配合することもできる。
【００１９】
　皮膜形成剤としては、コストや種類の多様性の観点から、シリコン系皮膜形成剤又はフ
ッ素系皮膜形成剤が好ましく、（アクリレーツ／メタクリル酸ポリトリメチルシロキシ）
コポリマー、（アクリル酸アルキル／ジメチコン）コポリマー、フェニルプロピルジメチ
ルシロキシケイ酸、トリメチルシロキシケイ酸、ポリプロピルシルセスキオキサン、及び
トリフルオロアルキルジメチルシロキシトリメチルシロキシケイ酸がより好ましく、（ア
クリレーツ／メタクリル酸ポリトリメチルシロキシ）コポリマー、（アクリル酸アルキル
／ジメチコン）コポリマー、フェニルプロピルジメチルシロキシケイ酸がさらにより好ま
しく、（アクリレーツ／メタクリル酸ポリトリメチルシロキシ）コポリマーが特に好まし
い。
　本発明の皮膚外用剤に含有される皮膜形成剤がガラス転移点を有する場合、ガラス転移
点が、好ましくは０～４００℃の範囲内、より好ましくは０～３００℃の範囲内、さらに
より好ましくは０～２００℃の範囲内、特に好ましくは１０～１００℃の範囲内である皮
膜形成剤が使用される。
【００２０】
　本発明の皮膚外用剤中の皮膜形成剤の含有量は、本発明の効果を奏する限り特に制限さ
れないが、皮膚外用剤の全重量に対して、好ましくは０．００１～５０重量％、より好ま
しくは０．０１～１０重量％、特に好ましくは０．１～３重量％である。
【００２１】
　本発明の皮膚外用剤は、皮膜形成剤に加えて、揮発性油分をさらに含有することが好ま
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しい。
　本発明の皮膚外用剤は、揮発性油分を含有することにより、本発明の皮膚外用剤を皮膚
に適用した際、適度な油分により皮膚へ容易にムラなく塗布でき、塗布後は当該揮発性油
分の適量が揮発することで、皮膚上により強固な皮膜が形成され、本発明の効果をより顕
著に発揮する。
【００２２】
　本発明の皮膚外用剤に含有される揮発性油分は、常温（２５℃）で揮発性を有する油分
を意味し、本発明の効果を奏する限り特に制限されない。具体的にはシリコーン系油分、
炭化水素系油分等が挙げられる。
【００２３】
　本発明の皮膚外用剤に含有される揮発性油分として、より具体的には、ヘキサメチルシ
クロトリシロキサン、オクタメチルシクロテトラシロキサン、デカメチルシクロペンタシ
ロキサン、ドデカメチルシクロヘキサシロキサン、オクタメチルトリシロキサン、デカメ
チルテトラシロキサン、エチルトリシロキサン、メチルトリメチコン等のシリコーン系油
分；軽質流動イソパラフィン、イソドデカン、イソヘキサデカン等の炭化水素系油分；等
が挙げられる。揮発性油分は１種又は２種以上を任意に組み合わせて配合することもでき
る。
【００２４】
　揮発性油分としては、使用感の観点から、シリコーン系油分が好ましく、デカメチルシ
クロペンタシロキサン、エチルトリシロキサン、メチルトリメチコンがより好ましく、デ
カメチルシクロペンタシロキサンが特に好ましい。
【００２５】
　揮発性油分の大気圧中における沸点は、通常２６０℃以下であり、好ましくは５０～２
６０℃の範囲内、より好ましくは１００～２５０℃の範囲内である揮発性油分が好適に使
用される。
【００２６】
　本発明の皮膚外用剤中の揮発性油分の含有量は、本発明の効果を奏する限り特に制限さ
れないが、皮膚外用剤の全重量に対して、好ましくは１～６０重量％、より好ましくは１
０～５０重量％、特に好ましくは２０～４０重量％である。
【００２７】
　本発明の皮膚外用剤中の揮発性油分と皮膜形成剤の配合比は、本発明の効果を奏する限
り特に制限されないが、皮膜形成剤１重量部に対して、揮発性油分が好ましくは０.０２
～６００００重量部、より好ましくは０．１～５００００量部、さらに好ましくは1～５
０００重量部、さらにより好ましくは１０～５００重量部、特に好ましくは７～４００重
量部である。
【００２８】
　本発明の皮膚外用剤は、本発明の効果を奏する限り、上記揮発性油分以外の油分として
、通常皮膚外用剤に配合される油分（常温（２５℃）で揮発性を有しない）をさらに含有
していてもよい。このような油分としては、油脂、ロウ類、炭化水素、脂肪酸、エステル
油、シリコーン油、フッ素油、高級アルコール等が挙げられる。
【００２９】
　なお、本発明の効果を発揮する観点からは、皮膚外用剤に含有される揮発性油分以外の
油分として固形油分の含量が、皮膚外用剤の全重量に対して、１０％以下であることが、
さらには５％以下であることが好ましく、特に固形油分を実質的に含有しないことが好ま
しい。ここで、固形油分とは常温（２５℃）で固形状の油分を意味する。固形油分の含有
量が１０％以上となると、本発明の皮膚外用剤を皮膚に適用する際、その塗布膜が厚くな
り、その後に適用される化粧料（ａ）を皮膚にムラなく均一に塗布しづらくなる場合があ
る。
【００３０】
　本発明の皮膚外用剤は、非球状粉体を実質的に含有しないことが好ましい。
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　本発明の皮膚外用剤は、非球状粉体を実質的に含有しないことにより、皮膚上によりム
ラなく均一な皮膜が形成できるので、本発明の効果をより顕著に発揮する。
【００３１】
　非球状粉体は、通常皮膚外用剤に配合される粉体であって、その外形状が球状以外のも
のを意味する。その具体例としては、酸化チタン、酸化亜鉛、酸化鉄、タルク、マイカ、
金雲母（天然、合成）、硫酸バリウム、窒化ホウ素、パール顔料等が挙げられる。
【００３２】
　なお、本発明の皮膚外用剤は、球状の粉体は含んでいてもよい。このような球状の粉体
としては、通常皮膚外用剤に配合される球状の粉体であれば、本発明の効果を奏する限り
特に制限されずに配合できる。球状の粉体の具体例としては、ナイロン－６、ナイロン－
１２、メタクリル酸メチルクロスポリマー、ポリメチルシルセスキオキサン、（ジメチコ
ン／ビニルジメチコン）クロスポリマー、（ビニルジメチコン／メチコンシルセスキオキ
サン）クロスポリマー、（HDI／トリメチロールヘキシルラクトン）クロスポリマー、シ
リカ等が挙げられる。球状の粉体は１種又は２種以上を任意に組み合わせて配合すること
もできる。
【００３３】
　本発明の皮膚外用剤の剤型は、本発明の効果を奏する限り特に制限されないが、油中水
型であることが好ましい。油中水型の皮膚外用剤の例としては、乳液、クリーム、ジェル
、軟膏、スティック等が挙げられる。皮膚にムラなく均一に塗布する観点からは、油中水
型乳液が特に好ましい。
【００３４】
　本発明の皮膚外用剤は、医薬品、医薬部外品又は化粧品の分野において通常用いられ得
る各種の成分を、本発明の効果を損なわない量的及び質的範囲内で、必要に応じて配合す
ることができる。例えば、アルコール、エーテル、エステル、多価アルコール、糖類、高
分子、界面活性剤、球状の粉体および色材、植物・海藻エキス、アミノ酸およびペプチド
、ビタミン、殺菌・防腐剤、ステロイド剤、酸化防止剤、キレート剤、香料、水等が挙げ
られる。これらの成分は１種又は２種以上を任意に組み合わせて配合することができる。
【００３５】
　本発明の皮膚外用剤には、該組成物に所望の効果を持たせるため、さらに有効成分を配
合することができる。有効成分とは、薬理活性成分や生理活性成分など皮膚に対して有用
な効果を有する成分で、特に制限されないが、例えば、非ステロイド性抗炎症剤、美白剤
、抗シワ剤、消炎鎮痛剤、抗真菌剤、育毛剤、痩身剤、局所麻酔剤、鎮痒剤、抗菌剤、抗
ウイルス剤、角質軟化剤、保湿剤、収斂剤、抗酸化剤、発毛抑制剤、紫外線吸収剤、紫外
線散乱剤等が挙げられる。これらの成分は１種単独でまたは２種以上を組み合わせて用い
ることができる。またこれらの成分の配合量は、本発明の効果を奏すれば特に制限されな
いが、望ましくは薬学上許容される上限配合量を限度に適宜選択される。
【００３６】
　本発明の皮膚外用剤の２５℃における粘度は、特に制限されないが、通常１５０００ｍ
Ｐａ・ｓ以下であり、好ましくは２０００～１５０００ｍＰａ・ｓ、特に好ましくは５０
００～１００００ｍＰａ・ｓである。
　粘度が１５０００ｍＰａ・ｓより大きい場合は、使用感、例えば皮膚上での塗り延ばし
やすさ（塗布しやすさ）が劣り、均一に皮膚上に皮膜を形成する観点から望ましくなく、
また、粘度が２０００ｍＰａ・ｓ未満の場合は、本発明の皮膚外用剤の保存安定性が劣る
場合がある。
【００３７】
　本明細書において粘度とは、皮膚外用剤をガラス製５０ｍｌネジ口瓶に入れ、ＢＬ型粘
度計（東機産業株式会社製）を使用して、その粘度に最適のローター及び回転速度を選択
して測定して得られた値である。
　測定方法をより詳細に説明すると、皮膚外用剤の粘度が５００ｍＰａ・ｓ以上４５００
ｍＰａ・ｓ未満である場合、Ｍ３ローターで２５℃、回転速度１２ｒｐｍ、１分経過後に
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測定した場合の値をいう。皮膚外用剤の粘度が４５００ｍＰａ・ｓ以上１５０００ｍＰａ
・ｓ未満である場合、Ｍ３ローターで２５℃、回転速度６ｒｐｍ、１分経過後に測定した
場合の値をいう。
【００３８】
　本発明の皮膚外用剤の調製方法は、特に制限されず、通常の外用剤の各種剤形を調製す
るのに必要な各種成分などを適宜選択、配合して、常法により調製することができる。
【００３９】
　本発明の皮膚外用剤は、化粧料（ａ）を皮膚に適用する前に皮膚に適用される。
　本発明の皮膚外用剤の皮膚への適用量は特に制限されず、本発明の効果を発揮するのに
十分な量を適用すればよい。本発明の皮膚外用剤の皮膚への適用方法も特に制限されず、
直接手にとって塗布したり、予め本発明の皮膚外用剤を含浸させた不織布等（ウェットテ
ィッシュタイプ）を用いて塗布したり、スプレーにより適用してもよい。本発明の皮膚外
用剤は、通常、化粧料（ａ）を皮膚に適用する前に、適量を皮膚に塗布するなどして用い
ることができる。
【００４０】
　本発明において日焼け止め化粧料とは、紫外線から皮膚を保護する目的で使用される化
粧料を意味し、市販の日焼け止め化粧料を特に制限なく使用することができる。通常、日
焼け止め化粧料は、紫外線吸収剤及び／又は紫外線散乱剤を含有する。
【００４１】
　日焼け止め化粧料の形態としては、特に制限されないが、水中油型または油中水型エマ
ルジョン状、スティック（固形）状等が挙げられ、下地機能付日焼止め化粧料も包含する
。
【００４２】
　本発明において下地化粧料とは、皮膚の凹凸を補正する；肌の色を補正する；ファンデ
ーション等のメーキャップ化粧料のつきやのび、化粧仕上り、化粧持ちを良好にする；紫
外線を防御する（日焼け止め機能付下地）；等の目的で使用される化粧料を意味し、市販
の下地化粧料を特に制限なく使用することができる。
【００４３】
　下地化粧料の形態としては、特に制限されないが、水中油型または油中水型エマルジョ
ン状、クリーム状、スティック（固体）状等が挙げられる。
【００４４】
　ファンデーションの形態としては、特に制限されないが、固形状、パウダー状、油性ス
ティック状、水中油型または油中水型エマルジョン状、クリーム状等が挙げられる。
【００４５】
　眉墨、アイライナー、アイシャドウ、頬紅、白粉の形態も特に制限されず、例えば、眉
墨であれば、パウダー、ペンシル、液状等が、アイライナーであれば、ペンシル、液状等
が、アイシャドウであれば、パウダー、ペンシル、液、クリーム、スティック状等が、頬
紅であれば、パウダー、クリーム、スティック状等が、白粉であれば、パウダー状等が挙
げられる。
【００４６】
　本発明の化粧方法及び皮膚外用剤の実施態様としては、本発明の皮膚外用剤を適用し、
その後、日焼け止め化粧料、下地化粧料、ファンデーション、眉墨、アイライナー、アイ
シャドウ、頬紅、及び白粉からなる群より選択される１種以上の化粧料を皮膚に適用する
態様；化粧水・乳液・美容液等の基礎化粧料で肌を整えた後、本発明の皮膚外用剤を適用
し、その後、日焼け止め化粧料、下地化粧料、ファンデーション、眉墨、アイライナー、
アイシャドウ、頬紅、及び白粉からなる群より選択される１種以上の化粧料を皮膚に適用
する態様；等が挙げられる。
【００４７】
　日焼け止め化粧料を皮膚に均一に適用した後の日常の外的要因（汗、水、摩擦等）によ
り生じるヨレやムラの隙間から進入してくる紫外線から十分に皮膚を保護する、日焼け止
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め化粧料の紫外線防御効果を長持ちさせるという観点からの本発明の化粧方法及び皮膚外
用剤の好適な実施態様としては、
（１）本発明の皮膚外用剤、日焼け止め化粧料、下地化粧料の順に皮膚に適用し、その後
、ファンデーション、眉墨、アイライナー、アイシャドウ、頬紅、白粉等のメーキャップ
化粧料を適用する態様；
（２）本発明の皮膚外用剤、日焼け止め化粧料の順に皮膚に適用し、その後、必要により
ファンデーション、眉墨、アイライナー、アイシャドウ、頬紅、白粉等のメーキャップ化
粧料を適用する態様；
等の実施態様が挙げられる。詳細には、
（３）化粧水・乳液・美容液等の基礎化粧料を適用後、本発明の皮膚外用剤、日焼け止め
化粧料、下地化粧料の順に皮膚に適用し、その後、ファンデーション、眉墨、アイライナ
ー、アイシャドウ、頬紅、白粉等のメーキャップ化粧料を適用する態様；
（４）化粧水・乳液・美容液等の基礎化粧料を適用後、本発明の皮膚外用剤、日焼け止め
化粧料の順に皮膚に適用し、その後、必要によりファンデーション、眉墨、アイライナー
、アイシャドウ、頬紅、白粉等のメーキャップ化粧料を適用する態様；
等の実施態様が、より詳細には、
（５）化粧水を適用後、本発明の皮膚外用剤、日焼け止め化粧料、下地化粧料の順に皮膚
に適用し、その後、ファンデーション、眉墨、アイライナー、アイシャドウ、頬紅、白粉
等のメーキャップ化粧料を適用する態様；
（６）化粧水を適用後、本発明の皮膚外用剤、日焼け止め化粧料の順に皮膚に適用し、そ
の後、必要によりファンデーション、眉墨、アイライナー、アイシャドウ、頬紅、白粉等
のメーキャップ化粧料を適用する態様；
（７）化粧水に続いて乳液及び／又は美容液を適用後、本発明の皮膚外用剤、日焼け止め
化粧料、下地化粧料の順に皮膚に適用し、その後、ファンデーション、眉墨、アイライナ
ー、アイシャドウ、頬紅、白粉等のメーキャップ化粧料を適用する態様；
（８）化粧水に続いて乳液及び／又は美容液を適用後、本発明の皮膚外用剤、日焼け止め
化粧料の順に皮膚に適用し、その後、必要によりファンデーション、眉墨、アイライナー
、アイシャドウ、頬紅、白粉等のメーキャップ化粧料を適用する態様；
等の実施態様が挙げられる。
【００４８】
　通常、日焼け止め化粧料には、紫外線吸収剤と紫外線散乱剤が配合されるが、紫外線吸
収剤の中には皮膚を刺激し、かぶれ等の炎症の原因となるものもあり、また、紫外線散乱
剤は粉体であるため、均一に皮膚に塗布しづらい。
　本発明の化粧方法及び皮膚外用剤の実施態様（１）～（８）によれば、日焼け止め化粧
料を適用する前に本発明の皮膚外用剤を皮膚に適用することで、直接紫外線吸収剤を皮膚
に適用することがないため、紫外線吸収剤による刺激や炎症などが軽減できるという効果
も奏する。さらには、本発明の皮膚外用剤に含有される皮膜形成剤によって皮膚の凹凸が
補正できるので、本発明の皮膚外用剤の適用後に日焼け止め化粧料を皮膚に適用すること
により、日焼け止め化粧料を均一に皮膚に適用しやすくなるという効果も奏する。
【００４９】
　メーキャップ化粧料を皮膚に均一に適用した後の日常の外的要因（汗、水、摩擦等）に
より生じるヨレやムラを抑制するという観点からの本発明の化粧方法及び皮膚外用剤の好
適な実施態様としては、上記（１）～（８）の実施態様に加えて、
（９）本発明の皮膚外用剤、下地化粧料の順に皮膚に適用し、その後、ファンデーション
、眉墨、アイライナー、アイシャドウ、頬紅、白粉等のメーキャップ化粧料を適用する態
様；
（１０）本発明の皮膚外用剤を皮膚に適用し、その後、ファンデーション、眉墨、アイラ
イナー、アイシャドウ、頬紅、白粉等のメーキャップ化粧料を適用する態様；
等の実施態様が挙げられる。詳細には、
（１１）化粧水・乳液・美容液等の基礎化粧料を適用後、本発明の皮膚外用剤、下地化粧
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料の順に皮膚に適用し、その後、ファンデーション、眉墨、アイライナー、アイシャドウ
、頬紅、白粉等のメーキャップ化粧料を適用する態様；
（１２）化粧水・乳液・美容液等の基礎化粧料を適用後、本発明の皮膚外用剤を皮膚に適
用し、その後、ファンデーション、眉墨、アイライナー、アイシャドウ、頬紅、白粉等の
メーキャップ化粧料を適用する態様；
等の実施態様が、より詳細には、
（１３）化粧水を適用後、本発明の皮膚外用剤を皮膚に適用し、その後、ファンデーショ
ン、眉墨、アイライナー、アイシャドウ、頬紅、白粉等のメーキャップ化粧料を適用する
態様；
（１４）化粧水を適用後、本発明の皮膚外用剤、下地化粧料の順に皮膚に適用し、その後
、ファンデーション、眉墨、アイライナー、アイシャドウ、頬紅、白粉等のメーキャップ
化粧料を適用する態様；
（１５）化粧水に続いて乳液及び／又は美容液を適用後、本発明の皮膚外用剤を皮膚に適
用し、その後、ファンデーション、眉墨、アイライナー、アイシャドウ、頬紅、白粉等の
メーキャップ化粧料を適用する態様；
（１６）化粧水に続いて乳液及び／又は美容液を適用後、本発明の皮膚外用剤、下地化粧
料の順に皮膚に適用し、その後、ファンデーション、眉墨、アイライナー、アイシャドウ
、頬紅、白粉等のメーキャップ化粧料を適用する態様；
等の実施態様も挙げられる。
【００５０】
　本発明の洗浄性向上方法としては、上記本発明の化粧方法及び皮膚外用剤と同様の実施
態様が挙げられる。
　通常、日焼け止め化粧料には耐水性・耐汗性が要求されるため、皮膜形成能の高い皮膜
形成剤が配合されるが、それに伴い、日焼け止め化粧料を洗い流す際に、洗浄力の高い専
用の洗浄剤やクレンジング剤が必要である場合が多い。さらに、日焼け止め化粧料に配合
される紫外線吸収剤の中には皮膚を刺激し、かぶれ等の炎症の原因となるものもあり、日
焼け止め化粧料の使用後は完全に洗い流すことが重要である。さらにまた、メーキャップ
化粧料においても耐水性・耐汗性が要求されるものがあり、そのような化粧料にも日焼け
止め化粧料の場合と同様に皮膜形成能の高い皮膜形成剤が配合されるが、それに伴い、当
該化粧料を洗い流す際に、洗浄力の高い専用の洗浄剤やクレンジング剤が必要となる場合
がある。
　しかしながら、洗浄力の高い専用の洗浄剤やクレンジング剤は、皮膚にダメージを与え
るものも多く、敏感肌や、肌の弱い乳幼児、子供の肌には適用しづらかった。上記（１）
～（１６）の実施態様と同様の実施態様で示される本発明の洗浄性向上方法によれば、こ
のような専用の洗浄剤やクレンジング剤を使用しなくても、十分に洗浄が可能であるため
、本発明の洗浄性向上方法は、敏感肌や乳幼児、子供の肌への日焼け止め化粧料の適用時
に特に好適に使用される。
【００５１】
　本発明の化粧方法及び皮膚外用剤の実施態様として例示した態様（１）～（１６）のう
ち、より好ましいのは、態様（１）及び（２）（より詳細には（３）～（８））である。
【００５２】
　本発明の皮膚外用剤が油中水型の皮膚外用剤である場合、本発明の皮膚外用剤とその後
に適用される化粧料（ａ）との相溶性の観点から、化粧料（ａ）は、油中水型の化粧料で
あることが好適である。
【００５３】
　本発明の、化粧方法、洗浄性向上方法及び皮膚外用剤の実施態様としては、例えば、本
発明の皮膚外用剤と、化粧料（ａ）をセットにした商品；本発明の皮膚外用剤や、化粧料
（ａ）等に本発明の化粧方法・洗浄性向上方法の具体的な態様（上記の態様（１）～（１
６）の何れか若しくは全て）を明記したもの；等をも包含する。
【実施例】
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【００５４】
　以下に、本発明を実施例及び試験例に基づいてさらに詳細に説明するが、本発明はこれ
ら実施例等に限定されるものではない。なお、下記の各処方において％とは、特に言及し
ない限り、質量（Ｗ／Ｗ）％を意味するものとする。
【００５５】
実施例１
　表１に示す原料のうち、（１）～(１７)を混合し、70℃に加温した（A相）。別途(１８
)～（２４）を混合し、70℃に加温し、A相に少しずつ加えながらホモジナイザーを用い乳
化した後、室温まで冷却攪拌を行うことにより、実施例１～６の皮膚外用剤を得た。
【００５６】
【表１】

【００５７】
試験例１（洗浄試験１）
　５ｃｍ×５ｃｍの人工皮革に以下に示す各製剤をそれぞれ30μlずつ、以下の表２に示
す順序で塗布した。例えば、試験１では（Ａ１）製剤を塗布後、（Ｅ）ファンデーション
を塗布したことを示す。その後、クレンジング剤（商品名：ビオレメイクとろけるリキッ
ド、花王（株）製）を約0.3ｇのせ、15回往復洗浄した後20秒間流水で流し、以下の評価
基準に従って、洗浄性を評価した。評価結果を表２に、洗浄後の人工皮革の写真を図１に
示す。
【００５８】
被験製剤
（Ａ１）実施例１（Ｗ／Ｏ型製剤）
（Ｂ）乳液（成分：水、BG、DPG、スクワラン、グリセリン、オリーブ油、ヒアルロン酸N
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a、カルボマー、ジメチコン、ステアリン酸グリセリル、ステアリン酸ソルビタン、ステ
アロイルグルタミン酸、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ベヘニルアルコール、ポ
リソルベート80、水酸化Na、水添パーム油、メチルパラベン、コーセーコスメポート（株
）製、Ｏ／Ｗ製剤）
（Ｃ１）下地化粧料（成分：水、シクロメチコン、BG、ジメチコン、ポリメチルシルセス
キオキサン、ラウロアンホ酢酸Na、キャンデリラロウ、塩化Na、キサンタンガム、ラベン
ダー油、ヒアルロン酸Na、イソステアリン酸、パラフィン、アルミナ、セルロースガム、
ジステアリルジモニウムクロリド、メチコン、マイクロクリスタリンワックス、イソプロ
イパノール、テトラヒドロテトラメチルシクロテトラシロキサン、テトラデセン、フェノ
キシエタノール、デヒドロ酢酸Na、酸化チタン、酸化鉄、（酸化鉄／酸化チタン）焼結物
、資生堂（株）製、Ｏ／Ｗ製剤、非球状粉体を含有する）
（Ｃ２）下地化粧料（成分：水、シクロメチコン、グリセリン、DPG、ジメチコン、（ジ
メチコン／ビニルジメチコン／メチコン）クロスポリマー、ジメチコンコポリオール、グ
ルタミン酸Na、ヒアルロン酸Na、EDTA-3Na、トコフェロール、テトラヒドロテトラメチル
シクロテトラシロキサン、テトラデセン、フェノキシエタノール、（酸化鉄／酸化チタン
）焼結物、酸化鉄、資生堂（株）製、Ｗ／Ｏ製剤、皮膜形成剤を含有せず、かつ非球状粉
体を含有する）
（Ｄ）日焼け止め化粧料（商品名：オレゾパーフェクトディフェンスＵＶ、ロート製薬（
株）製）
（Ｅ）ファンデーション（商品名：プロメディアル　トリートメントファンデーションＵ
Ｖ、ロート製薬（株）製）
【００５９】
評価基準
　以下の評価基準により、目視にて評価した。
◎：人工皮革の溝部分及び表面のいずれにも残存なし
○：人工皮革の溝部分及び表面のいずれかに少し残存あり
△：人工皮革の溝部分及び表面のいずれかに残存あり
×：人工皮革の溝部分及び表面のいずれにも残存あり
【００６０】
【表２】

【００６１】
　（Ａ１）を塗布後、（Ｅ）を塗布した場合（試験１）と、（Ａ１）の代わりに（Ｂ）、
（Ｃ１）又は（Ｃ２）を塗布した場合（試験３、７、１１）の洗浄性を比較すると、試験
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１では洗浄後の人工皮革の表面及び溝部分にファンデーションが残存していなかったが、
試験３、７、１１は洗浄後の人工皮革の表面及び溝部分のいずれか若しくは両方に多くの
ファンデーションの残存が認められた。（Ａ１）、（Ｂ）、（Ｃ１）、（Ｃ２）を塗布後
、さらに日焼け止め化粧料（Ｄ）、ファンデーション（Ｅ）を塗布した場合（試験２と試
験４、８、１２）においても、同様の傾向が認められた。
　特に洗浄性の劣っていた試験３、４において、（Ｂ）の塗布後、（Ｅ）又は（Ｄ）の塗
布前に（Ａ１）を塗布することにより（試験５、６）、洗浄性（クレンジング性）が向上
することが認められた。
　さらに、同様に洗浄性の劣っていた試験７、８において、（Ｃ１）の塗布前に（Ａ１）
を塗布することにより（試験９、１０）、洗浄性（クレンジング性）が向上することも認
められた。
【００６２】
　このように、本発明の皮膚外用剤を最初に塗布することにより、洗浄性（クレンジング
性）が向上するため、本発明の化粧方法及び皮膚外用剤は有用である。
【００６３】
試験例２（洗浄試験１）
　上腕内側（１．５ｃｍ×１．５ｃｍ）に以下に示す各製剤を以下の表３に示す順序で、
それぞれ塗布した。その後、クレンジング剤（商品名：ビオレメイクとろけるリキッド、
花王（株）製）を約0.3ｇのせ、20回往復洗浄した後20秒間流水で流し、以下の評価基準
に従って、洗浄性を評価した。洗浄前後の上腕内側の写真を図２に示す。
【００６４】
被験製剤
（Ａ１）実施例１（Ｗ／Ｏ型製剤）
（Ａ２）実施例５（Ｗ／Ｏ型製剤）
（Ｃ２）下地化粧料（成分：水、シクロメチコン、グリセリン、DPG、ジメチコン、（ジ
メチコン／ビニルジメチコン／メチコン）クロスポリマー、ジメチコンコポリオール、グ
ルタミン酸Na、ヒアルロン酸Na、EDTA-3Na、トコフェロール、テトラヒドロテトラメチル
シクロテトラシロキサン、テトラデセン、フェノキシエタノール、（酸化鉄／酸化チタン
）焼結物、酸化鉄、資生堂（株）製、Ｗ／Ｏ製剤、皮膜形成剤を含有せず、かつ非球状粉
体を含有する）
（Ｃ３）下地化粧料（成分：水、シクロメチコン、エタノール、（ジメチコン／ビニルジ
メチコン）クロスポリマー、PEG-9ポリジメチルシロキシエチルジメチコン、トリメチル
シロキシケイ酸、ヒアルロン酸Na、グリセリン、水酸化Al、イソステアリン酸、ジステア
リン酸Al、メトキシケイヒ酸エチルヘキシル、メチコン、EDTA-3Na、トコフェロール、テ
トラヒドロテトラメチルシクロテトラシロキサン、テトラデセン、BHT、フェノキシエタ
ノール、金雲母、酸化チタン、（酸化鉄／酸化チタン）焼結物、、合成金雲母、酸化鉄、
資生堂（株）製、Ｗ／Ｏ製剤、非球状粉体を含有する）
（Ｆ１）水性アイライナー（成分名：水、BG、アクリル酸アルキルコポリマーアンモニウ
ム、アクリル酸アルキルコポリマー、キサンタンガム、AMP、EDTA-2Na、フェノキシエタ
ノール、メチルパラベン、エチルパラベン、酸化鉄、資生堂（株）製）
（Ｆ２）油性アイライナー（成分：水添ポリイソブテン、タルク、酸化鉄、（パルミチン
酸／オクタン酸）デキストリン、ポリエチレン、ジステアルジモニウムヘクトライト、ジ
ステアリン酸Al、チューベロース多糖体、トコフェロール、エタノール、水、イソステア
リン酸ソルビタン、シリカ、常盤薬品工業（株））
【００６５】
評価基準
　以下の評価基準により、目視にて評価した。
◎：上腕内部に残存なし
○：上腕内部にほぼ残存なし
△：上腕内部に少し残存あり



(16) JP 2009-173653 A 2009.8.6

10

20

30

40

50

×：上腕内部に残存あり
【００６６】
【表３】

【００６７】
　直接皮膚にアイライナーを塗布したり（試験１、６）、下地化粧料である（Ｃ２）や（
Ｃ３）を塗布後にアイライナーを塗布した場合（試験４、５、９、１０）と比較して、本
発明の皮膚外用剤（（Ａ１）、（Ａ２））を最初に塗布し、続いてアイライナーを塗布し
た場合（試験２、３、７、８）、アイライナーを完全に、又はほぼ洗浄できた。
　特に、洗浄しづらく専用の洗浄剤（クレンジング剤）を必要とすることが多いウォータ
ープルーフタイプの（Ｆ２）において（試験６～１０）、直接塗布したり、（Ｃ２）、（
Ｃ３）を先に塗布した場合、ほとんど洗浄できなかったのに対して、本発明の皮膚外用剤
を最初に塗布することで、ほぼ洗浄することができており、本発明の洗浄性向上効果が顕
著に認められた。
【００６８】
　このように、本発明の皮膚外用剤を最初に塗布することにより、洗浄性（クレンジング
性）が向上するため、本発明の化粧方法及び皮膚外用剤は有用である。
【００６９】
試験例３（ファンデーションのヨレ試験）
　５ｃｍ×５ｃｍの人工皮革に以下に示す各製剤をそれぞれ30μlずつ、以下の表４に示
す順序で塗布した。その後、同じ力で上下左右に10回伸縮させて、ファンデーションがフ
ィットした状態からの変化を観察した。伸縮前後の人工皮革の写真を図３（下記試験１～
５）、図４（下記試験６～１０）及び図５（下記試験１１～１４）に示す。
【００７０】
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被験製剤
（Ａ１）実施例１（Ｗ／Ｏ型製剤）
（Ａ２）実施例５（Ｗ／Ｏ型製剤）
（Ａ３）実施例６（Ｗ／Ｏ型製剤）
（Ｂ）乳液（成分：水、BG、DPG、スクワラン、グリセリン、オリーブ油、ヒアルロン酸N
a、カルボマー、ジメチコン、ステアリン酸グリセリル、ステアリン酸ソルビタン、ステ
アロイルグルタミン酸、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ベヘニルアルコール、ポ
リソルベート80、水酸化Na、水添パーム油、メチルパラベン、コーセーコスメポート（株
）製、Ｏ／Ｗ製剤）
（Ｃ２）下地化粧料（成分：水、シクロメチコン、グリセリン、DPG、ジメチコン、（ジ
メチコン／ビニルジメチコン／メチコン）クロスポリマー、ジメチコンコポリオール、グ
ルタミン酸Na、ヒアルロン酸Na、EDTA-3Na、トコフェロール、テトラヒドロテトラメチル
シクロテトラシロキサン、テトラデセン、フェノキシエタノール、（酸化鉄／酸化チタン
）焼結物、酸化鉄、資生堂（株）製、Ｗ／Ｏ製剤、皮膜形成剤を含有せず、かつ非球状粉
体を含有する）
（Ｃ３）下地化粧料（成分：水、シクロメチコン、エタノール、（ジメチコン／ビニルジ
メチコン）クロスポリマー、PEG-9ポリジメチルシロキシエチルジメチコン、トリメチル
シロキシケイ酸、ヒアルロン酸Na、グリセリン、水酸化Al、イソステアリン酸、ジステア
リン酸Al、メトキシケイヒ酸エチルヘキシル、メチコン、EDTA-3Na、トコフェロール、テ
トラヒドロテトラメチルシクロテトラシロキサン、テトラデセン、BHT、フェノキシエタ
ノール、金雲母、酸化チタン、（酸化鉄／酸化チタン）焼結物、、合成金雲母、酸化鉄、
資生堂（株）製、Ｗ／Ｏ製剤、非球状粉体を含有する）
（Ｄ）日焼け止め化粧料（商品名：オレゾパーフェクトディフェンスＵＶ、ロート製薬（
株）製）
（Ｅ）ファンデーション（商品名：プロメディアル　トリートメントファンデーションＵ
Ｖ、ロート製薬（株）製）
【００７１】
【表４】
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　最初に（Ｂ）を塗布した場合（試験２）は、伸縮前からファンデーションのムラが多く
、伸縮後はファンデーションの表面のムラの度合いが増し、さらに溝にファンデーション
がたまってヨレも生じた。しかしながら、最初に（Ａ１）を塗布した場合（試験１）は、
伸縮前においてファンデーションのムラは認められず、さらに伸縮後においても溝にファ
ンデーションがたまることもなくヨレはほとんど認められなかった。
【００７３】
　また、通常ファンデーションを塗布する前に下地化粧料が使用される。この塗布順序に
則して（Ｃ２）若しくは（Ｃ３）に続いてファンデーションを塗布した場合（試験３、１
０）、伸縮前はファンデーションのムラは認められなかったものの、伸縮後はファンデー
ションが溝にたまりヨレが認められた。（Ｃ２）若しくは（Ｃ３）の塗布前に（Ｂ）を塗
布した場合（試験５、１４）、伸縮前からファンデーションのムラが多く、伸縮後はファ
ンデーションの表面のムラの度合いが増し、さらに溝にファンデーションがたまってヨレ
も生じた。一方、（Ｃ２）の塗布前に（Ａ１）を塗布した場合（試験４）、伸縮前におい
てファンデーションのムラは認められず、さらに伸縮後においても溝にファンデーション
がたまることもなくヨレはほとんど認められなかった。
【００７４】
　通常の下地化粧料としての使用方法である、ファンデーションの塗布前に本発明の皮膚
外用剤（（Ａ１）～（Ａ３））を塗布した場合においても（試験７～９、１１～１３）、
伸縮前においてファンデーションのムラは認められず、さらに伸縮後においても溝にファ
ンデーションがたまることもなくヨレはほとんど認められなかった。一般的な下地化粧料
（（Ｃ２）、（Ｃ３））を使用した場合（試験３、５、１０、１４）と比較しても、本発
明の皮膚外用剤はファンデーションのムラ、ヨレに対して優れた抑制効果を示した。
【００７５】
　このように、本発明の皮膚外用剤を最初に塗布することにより、ファンデーションのム
ラ、ヨレを抑制することができるため、本発明の化粧方法及び皮膚外用剤は有用である。
【００７６】
試験例４（耐水性試験）
　石英ガラスプレートに、各製剤をそれぞれ30μlずつ、以下の表５に示す順序で塗布し
、水中に3分間浸漬後、振とうさせた前後で、UV-B、UV-Aの波長領域である290nm～400nm
の紫外線を用いて、それぞれの紫外線透過率を測定した。結果を図６に示す。
【００７７】
被験製剤
（Ａ１）実施例１（Ｗ／Ｏ型製剤）
（Ｂ）乳液（成分：水、BG、DPG、スクワラン、グリセリン、オリーブ油、ヒアルロン酸N
a、カルボマー、ジメチコン、ステアリン酸グリセリル、ステアリン酸ソルビタン、ステ
アロイルグルタミン酸、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ベヘニルアルコール、ポ
リソルベート80、水酸化Na、水添パーム油、メチルパラベン、コーセーコスメポート（株
）製、Ｏ／Ｗ製剤）
（Ｄ）日焼け止め化粧料（商品名：オレゾパーフェクトディフェンスＵＶ、ロート製薬（
株）製）
【００７８】
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【表５】

【００７９】
　（Ａ１）を使用せず、（Ｂ）の後にすぐ日焼け止め化粧料（Ｄ）を塗布した場合（試験
１）は、水に浸漬した前後での紫外線透過率の差が一番大きく、日焼け止め化粧料（Ｄ）
がほとんど残存していないことが認められた。
　一方、（Ｄ）の前に（Ａ１）を塗布した場合（試験２及び３）、水に浸漬した後におい
ても、紫外線透過率の差もほとんど認められず、従って日焼け止め化粧料は残存している
といえる。
　このように、皮膜形成剤を含有する皮膚外用剤を日焼け止め化粧料の前に塗布すること
により、日焼け止め化粧料の耐水性を向上できるので、本発明の化粧方法及び皮膚外用剤
は有用である。
【００８０】
試験例５（耐汗性試験）
　成人男性3名の上腕内部に、各製剤をそれぞれ30μlずつ、以下の表６に示す順序で塗布
し、塗布直後、40℃75RH%の恒温恒湿室にて30分間馴致後、及び流水で20秒間洗浄後での
状態変化を目視にて観察した。結果を図７に示す。
【００８１】
被験製剤
（Ａ１）実施例１（Ｗ／Ｏ型製剤）
（Ｂ）乳液（成分：水、BG、DPG、スクワラン、グリセリン、オリーブ油、ヒアルロン酸N
a、カルボマー、ジメチコン、ステアリン酸グリセリル、ステアリン酸ソルビタン、ステ
アロイルグルタミン酸、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ベヘニルアルコール、ポ
リソルベート80、水酸化Na、水添パーム油、メチルパラベン、コーセーコスメポート（株
）製、Ｏ／Ｗ製剤）
（Ｄ’）油溶性色素配合日焼け止め化粧料（商品名：オレゾパーフェクトディフェンスＵ
Ｖ、ロート製薬（株）製）
【００８２】
【表６】

【００８３】
　（Ｂ）の塗布後に日焼け止め化粧料（Ｄ）を塗布した場合（試験１）と比較して、先に
（Ａ１）をした場合（試験２）の方が汗による流れ落ちが少なく、日焼け止め化粧料（Ｄ
）を塗布する前に（Ａ１）を使用することにより、日焼け止め化粧料の耐汗性を向上でき
るので、本発明の化粧方法及び皮膚外用剤は有用である。
【００８４】
　以下に製剤実施例を挙げるが、本発明はこれらの実施例に限られるものではない。
【００８５】
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処方例１　ローション
Ａ相
シクロペンタシロキサン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２８％
ＰＥＧ－１０ジメチコン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．５％
ジステアルジモニウムヘクトライト　　　　　　　　　　　　　　０．５％
（アクリル酸アルキル／ジメチコン）コポリマー　　　　　　　　０．５％
Ｂ相
１，３－ブチレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０％
アルブチン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３％
クエン酸ナトリウム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．１５％
水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　残量　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００．０％
【００８６】
　Ａ相、Ｂ相それぞれ攪拌して均一にする。Ａ相にＢ相を加えながら、ホモジナイザーを
用いて乳化を行う。
【００８７】
処方例２　美容液
Ａ相
シクロペンタシロキサン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２４％
ＰＥＧ－１０ジメチコン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２％
ジステアルジモニウムヘクトライト　　　　　　　　　　　　　　０．７％
メチルポリシロキサン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３％
ベヘニルアルコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．４％
スクワラン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２％
トリ（カプリル酸／カプリン酸）グリセリル　　　　　　　　　　　　１％
（アクリレーツ／メタクリル酸ポリトリメチルシロキシ）コポリマー　２％
Ｂ相
１，３－ブチレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０％
濃グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０％
アラントイン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０．５％
ソルビトール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２５％
水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　残量　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００．０％
【００８８】
　Ａ相、Ｂ相共に７０℃まで加熱する。Ａ相にＢ相を加えながら、ホモジナイザーを用い
て乳化を行い、室温まで、攪拌しながら冷却する。
【００８９】
処方例３　クリーム
Ａ相
シクロペンタシロキサン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２５％
ＰＥＧ－１０ジメチコン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４％
ジステアルジモニウムヘクトライト　　　　　　　　　　　　　　　　２％
メチルポリシロキサン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８％
トリエチルヘキサノイン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３％
ワセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２％
メドウフォーム油　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３％
トリメチルシロキシケイ酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　１．５％
Ｂ相
濃グリセリン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８％
ジプロピレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２％
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水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　残量　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００．０％
【００９０】
　Ａ相、Ｂ相共に７０℃まで加熱する。Ａ相にＢ相を加えながら、ホモジナイザーを用い
て乳化を行い、室温まで、攪拌しながら冷却する。
【００９１】
処方例４　乳液
Ａ相
シクロペンタシロキサン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３０％
ＰＥＧ－９ポリジメチルシロキシエチルジメチコン　　　　　　　　　４％
ジステアルジモニウムヘクトライト　　　　　　　　　　　　　　　　２％
トリエチルヘキサノイン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３％
ポリメチルシルセスキオキサン　　　　　　　　　　　　　　　　　　５％
メトキシケイヒ酸エチルヘキシル　　　　　　　　　　　　　　　　　８％
（アクリル酸アルキル／ジメチコン）コポリマー　　　　　　　　　　１％
Ｂ相
１，３－ブチレングリコール　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０％
水　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　残量　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１００．０％
【００９２】
　Ａ相、Ｂ相共に７０℃まで加熱する。Ａ相にＢ相を加えながら、ホモジナイザーを用い
て乳化を行い、室温まで、攪拌しながら冷却する。
【図面の簡単な説明】
【００９３】
【図１】洗浄試験の結果を示す、洗浄後の人工皮革の写真図である（試験例１）。
【図２】洗浄試験の結果を示す、洗浄前後の上腕内側の写真図である（試験例２）。
【図３】ファンデーションのヨレ試験の結果を示す、伸縮前後の人工皮革の写真図である
（試験例３の試験１～５）。
【図４】ファンデーションのヨレ試験の結果を示す、伸縮前後の人工皮革の写真図である
（試験例３の試験６～１０）。
【図５】ファンデーションのヨレ試験の結果を示す、伸縮前後の人工皮革の写真図である
（試験例３の試験１１～１４）。
【図６】耐水性試験の結果を示す図である（試験例４）。
【図７】耐汗性試験の結果を示す写真図である（試験例５）。
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